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令和６年６月５日 

件 名 頁 

１ 第４８号議案 足立区営住宅条例の一部を改正する条例 ・・・・・・・・・ ２ 

（都市建設部） 



第４８号議案説明資料 

令和６年６月５日 

件 名 足立区営住宅条例の一部を改正する条例 

所管部課名 建築室住宅課 

内 容 

１ 改正理由 

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（以下 

「法」という。）の改正に伴い、所要の規定整備をする必要があるため 

条例の一部を改正する。 

２ 法改正の背景 

近年のＤＶ被害として、身体に対する暴力だけでなく、精神的ＤＶに 

より心身に重大な被害が及ぶ事例が増加している。このため、身体に暴 

力などを受けた被害者のみを対象とする保護命令制度の強化が図られ、 

令和６年４月より改正法が施行された。 

３ 法改正の概要 

（１）従前の法第１０条第１項に定義されていた保護命令が、被害者の身

辺へのつきまといや住居、勤務先等の付近をはいかいすることを禁じ

る「接近禁止命令」（改正法第１０条第１項）と、被害者が本拠とす

る住居からの退去や付近のはいかい禁止を命ずる「退去等命令」（改

正法第１０条の２）に分けられ、被害者保護の充実が図られた。

（２）「接近禁止命令」について、自由、名誉、財産に対する脅迫を受け

た被害者による申し立てを可能とし、発令対象を精神への重大な危害

の恐れがある場合にも拡大した。

（３）それぞれの命令について、期間の伸長や禁止行為の拡大、命令違反

に対する厳罰化等が図られた。

４ 条例改正の内容 

（１）従前の法第１０条第１項を引用する条例の部分について、改正法

「第１０条の２」を追加する（第５条第２項第８号イ）。これにより

「接近禁止命令」及び「退去等命令」に係る申し立てを行った単身者

の入居を可能とする。

（２）その他文言の修正

詳細は新旧対照表のとおり （別紙参照 Ｐ３～４）

５ 施行年月日 

公布の日より施行する。 

６ 今後の方針 

条例等の改正に伴い、入居者募集、審査などの事務を的確に実施して 

いく。 
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足立区営住宅条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正前 改正後 

○足立区営住宅条例 ○足立区営住宅条例

平成９年12月24日条例第33号 平成９年12月24日条例第33号

第１条～第４条 （省略） 第１条～第４条 （現行のとおり） 

（使用申込者の資格） （使用申込者の資格） 

第５条 一般区営住宅を使用できる者は、申込をした日において、次の各号

に掲げる条件を備えている者でなければならない。 

第５条 一般区営住宅を使用できる者は、申込をした日において、次の各号

に掲げる条件を備えている者でなければならない。 

(１)～(５) （省略） (１)～(５) （現行のとおり） 

２ （省略） 

(１)～(７) （省略） 

２ （現行のとおり） 

(１)～(７) （現行のとおり） 

(８) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成13

年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。）

第１条第２項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の２に規

定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、ア又はイのいずれかに

該当するもの 

(８) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成13

年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。）

第１条第２項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の２に規

定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、ア又はイのいずれかに

該当するもの 

ア （省略） ア （現行のとおり）

イ 配偶者暴力防止等法第 10条第１項      （配偶者暴力防止等

法第 28 条の２において読み替えて準用する場合を含む。）の規定によ

り裁判所がした命令の申立てを行った者で、当該命令がその効力を生

じた日から起算して５年を経過していないもの 

 イ 配偶者暴力防止等法第10条第１項又は第10条の2（配偶者暴力防止等

法第28条の２において読み替えて準用する場合を含む。）の規定によ

り裁判所がした命令の申立てを行った者で、当該命令がその効力を生

じた日から起算して５年を経過していないもの 

３～５ （省略） 

６ 第１項、第２項、第４項及び第５項に定めるもののほか、区長が特に必

要があると認めたときは、使用申込者の資格について制限を加えることが

できる。 

７ （省略） 

３～５ （現行のとおり） 

６ 第１項、第２項及び前２項 に定めるもののほか、区長が特に必

要があると認めたときは、使用申込者の資格について制限を加えることが

できる。 

７ （現行のとおり） 

第６条～53条 （省略） 第６条～53条 （現行のとおり） 

別紙 
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改正前 改正後 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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